
ウクライナ情勢に係るロシア等に対する経済制裁の概要 

 

 

  

ロシア産原油・石油製品の購入等に関連するサービス等の提供等の禁止措置の概要（2025

年 9 月 12 日現在） 
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対象役務  対象品目 

対象品目の購入又は輸送に関する、居住者による非居住者に対する金銭の貸付や、

居住者による非居住者の債務の保証 

 <原油> 

1 バレルあたり 47.6 米ド

ルを超える価格で取引

されるロシアを原産地と

する海上において輸送

される原油 

ただし、2025 年 9 月

12 日より前に締結され

た契約による債務の履

行で、同日より前に船積

みがされ同年 10 月 17

日までに船卸しがされる

原油については、1 バレ

ルあたり 60 米ドルを上

限価格とする。 

 

<石油製品> 

1 バレルあたり 100 米ド

ル（高価値品）又は 45

米ドル（低価値品）を超

える価格で取引されるロ

シアを原産地とする海

上において輸送される

石油製品 

 

対象品目の購入に関する、居住者による非居住者に対する、海上運送事業その他の

海上において船舶により貨物を運送する業務若しくは当該貨物の運送を委託する業務

又はこれらの業務を行う者を補助する業務 

 

対象品目の購入に関する、居住者による非居住者に対する、通関業務又は外国にお

いて行う当該業務に相当する業務 

 

対象品目の購入に関する、居住者による非居住者に対する、債務の保証又は手形の

引受けその他これに類するもののうち、信用状を発行する業務 

 

対象品目の購入に関する、居住者による非居住者に対する、損害保険業務及び損害

保険事業に関する業務（船舶保険、外航貨物海上保険及び船主責任保険並びにこ

れらの再保険に関する業務に限る。） 

 

対象品目の購入に関する、居住者と非居住者との特定資本取引（輸入代金との相殺

を内容とする貸付等） 

 

居住者と非居住者との間で行われる外国相互間の貨物の移動を伴う、対象品目の売

買、貸借又は贈与に関する取引（仲介貿易取引） 

 

 


